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公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
、｢

サ
ブ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
及
び
別
表
第
四
の
二
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。｣

｣

別
表
中

を

に
改
め
る
。

｢

｢
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平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
日

(

月
曜
日)

号
外
第
二
十
八
号

青 森 県

県 土 整 備 部

整備企画課長印

青 森 県

県 土 整 備 部

整備企画課長印

公営企業専用



( )

第
九
号
様
式
中

｢局
受
領
者
印
｣

を

｢受
領
者
印
｣

に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中｢公

営
企
業
課
｣

を｢県
土
整
備
部
整
備
企
画
課
(公
営
企
業
)
｣

に
改
め
る
。

｢
第
十
五
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中

｢

職
員
が｣

の
下
に

｢

裁
判
員
、｣

を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中

｢

小
学
校
就
学｣

を

｢

中
学
校
就
学｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中

｢

学
校
保
健
法

(
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
五
十
六
号)

第
四
条｣

を

｢

学
校
保
健
安
全
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号)

第
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
中

｢

小
学
校
就
学｣

を

｢

中
学
校
就
学｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
五
中

｢小
学
校
就
学
｣

を

｢中
学
校
就
学
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
四
第
一
項
第
二

号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

お
け
る
作
業

二
百
二
十
円

(

当
該
作
業
が
地
上
又
は
水
面
上
二
十

メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
行
わ
れ
た
と
き
は
、
三
百
二
十
円)

｣

を

｢

お
い
て
、
命
綱
の
使
用
が
必

要
と
さ
れ
る
作
業

三
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中

｢

三
百
十
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中

｢

三
百
十
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中

｢

三
百
十
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中

｢

二
百
三
十
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
中
と
し
、
同
項
第
九
号
中

｢

ひ
ん
ぱ
ん｣

を

｢

頻
繁｣

に
、

｢

し
ゃ
断｣

を

｢

遮
断｣

に
、

｢

二
百
三
十
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六

号
と
し
、
同
項
第
十
号
中

｢

に
従
事
し
た
と
き

(

作
業
が
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額)｣

を
削
り
、

｢

六
百
円｣

を

｢

三
百
円｣

に
、

｢

九
百
十
円｣

を

｢

六
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
七
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
各
号｣

を

｢

前
項
各
号｣

に
、

｢

前
二
項｣

を

｢

前
項｣

に
、

｢

作
業
に
係
る
こ
れ
ら
の
手
当
の
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
と
な
る
手

当｣

を

｢

主
た
る
作
業｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一
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総
務
課
長
課
長

主
管
課
長

整
備
企
画
課
長
課
長
代
理
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー



( )

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
九
条
第
二
項
第
三
号
中

｢

商
工
組
合
中
央
金
庫｣

を

｢

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫｣

に

改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

特
定
診
療
部
門｣

の
下
に

｢

、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、

｢

医
療
安

全
管
理
室
及
び
看
護
部｣

を

｢

看
護
部
、
医
療
安
全
管
理
室
及
び
治
験
管
理
室｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢

、
内
視
鏡
科｣

を
削
り
、
同
条
第
八
項
中

｢

看
護
部
に｣

の
下
に

｢
看
護
企
画
班
、｣

を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

｢

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
総
合
診
療
部
、｣

及

び

｢

、
集
中
治
療
部｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

７

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
救
急
部
、
総
合
診
療
部
及
び
集
中
治
療
部
を
置
く
。

第
七
条
第
一
項
中

｢
(

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
削
り
、
同
項
第
一
号

中

｢

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
総
合
診
療
部
、｣

及
び

｢

及
び
集
中
治
療
部｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

４

医
療
安
全
管
理
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
に
係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

医
療
に
係
る
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た
改
善
方
策
に
関
す
る
こ
と
。

５

治
験
管
理
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

治
験
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
三
項
中

｢

第
一
病
棟｣

を

｢

Ａ
病
棟｣

に
、

｢

第
三
病
棟｣

を

｢

Ｂ
病
棟｣

に
、

｢

第

五
病
棟｣

を

｢

Ｃ
病
棟｣

に
、

｢

第
六
病
棟｣

を

｢

Ｄ
病
棟｣

に
、

｢

第
七
病
棟｣

を

｢

Ｅ
病
棟｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
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が
ん
診
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

(

腫
瘍
放
射
線
科
に

限
る
。)

が
ん
診
療
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

特
定
診
療
部

門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長

中
央
診
療
部

門

部
門
長
、
部
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

(

放
射
線
部
、
病
理
部
、

臨
床
検
査
部
及
び
栄
養
管
理
部
に
限
る
。)

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
及
び
副
部
長

室
に
室
長
及
び
次
長

医
療
安
全
管

理
室

室
長
、
次
長

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
、
看
護
班
長

特
定
診
療
部

門

部
門
長
、
ユ
ニ
ッ
ト
並
び
に
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長

救
命
救
急
セ

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
、
副
部
長

中
央
診
療
部

門

部
門
長
、
部
に
部
長
、
病
理
指
導
監
、
副
部
長
及
び
技
師
長

室
に
室
長
及
び
次
長

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
、
看
護
企
画
班
長
、
看
護
班
長

医
療
安
全
管

理
室

室
長
、
次
長

治
験
管
理
室

室
長
、
次
長



( )

｣
め
、
同
表
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

(

第
十
二
条
、
第
十
六
条
関
係)

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

証
人｣

を

｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中

｢

小
学
校｣

を

｢

中
学
校｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中

｢

学
校
保
健
法｣

を

｢

学
校
保
健
安
全

法｣

に
、

｢

第
四
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
特
別
休
暇
の
項
中

｢

証
人｣

を

｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
、

｢
｢

を

に
、｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子(

配
偶
者｣

｣
｣

を

｢

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者｣

に
、

｢

学
校
保
健
法｣

を

｢

学
校
保
健

安
全
法｣

に
、

｢

第
四
条｣
を

｢

第
十
一
条｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
中

｢

及
び
小
学
校｣

を
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医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監

診
療
部

部
長
、
科
に
部
長
及
び
副
部
長
、
室
に
室
長
及
び
技
師
長

(

中
央
診
療

室
に
限
る
。)

診
療
部

部
長
、
科
に
部
長
及
び
副
部
長
、
室
に
室
長
及
び
技
師
長

職

名

職

務

医
療
管
理
監

県
立
病
院
に
お
け
る
政
策
医
療
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事

す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

当
該
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

部
門
長

当
該
部
門
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

室
長

当
該
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

部
長

(

運
営

部
長
を
除
く
。)

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

病
理
指
導
監

病
理
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

副
部
長

技
師
長

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

看
護
部
の
次

長

看
護
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
看
護
部
の
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
担
当

す
る
看
護
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

室
の
次
長

当
該
室
の
室
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

看
護
指
導
監

看
護
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

看
護
部
の
班

長

看
護
部
の
当
該
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

課
長

当
該
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

医
学
物
理
指

導
監

医
学
物
理
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間



( )
｢

及
び
中
学
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二

号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
五
の
特
別
休
暇
の
項
の
改
正
規
定

(
｢

証
人｣

を

｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
同
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
第
一
項
中

｢

別
表
第
七｣

を

｢
別
表
第
五｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

別
表
第
七｣

を

｢

別
表
第
五｣

に
改
め
、

｢

地
方
公
務
員
法｣
の
下
に

｢
(

昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号)

｣

を
加
え
、

｢
(

以
下

｢

再
任
用
職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、

｢

別
表
第

八｣

を

｢

別
表
第
六｣

に
、

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

を

｢

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員

(

以
下

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等｣

と
い
う
。)

｣

に
、

｢

算
出
率｣

を

｢

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青

森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
。
以
下

｢

就
業
規
程｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

(
以

下

｢

算
出
率｣

と
い
う
。)
｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
条
中

｢

診
療
手
当｣

の
下
に

｢

、
放
射
線
取
扱
手
当
、
臨
床
検
査
手
当｣

を
加
え
、
同
条
を

第
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
第
一
号
中

｢
(

管
理
職

手
当
の
区
分
が
二
類
、
三
類
、
四
類
又
は
五
類
の
職
を
占
め
る
職
員
の
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
円)

｣

を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

以
下
同
じ
。｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

を

｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す

る
。第

十
一
条
第
二
項
中

｢

別
表
第
九｣

を

｢

別
表
第
七｣

に
改
め
、

｢

以
下
同
じ
。｣

及
び

｢

。
以

下

｢

基
準
額｣

と
い
う
。｣

を
削
り
、
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

別
表
第
十
一｣

を

｢

別

表
第
八｣

に
改
め
、

｢
(

勤
務
回
数
が
十
回
を
超
え
る
場
合
は
、
十
回
を
限
度
と
す
る
。)

｣

を
削

り
、

｢

三
千
五
百
円｣

を

｢

千
六
百
二
十
円｣

に
改
め
、

｢
(

従
事
時
間
が
五
時
間
以
上
の
勤
務

(

当
該
従
事
時
間
が
五
時
間
以
上
の
勤
務
回
数
が
十
回
を
超
え
る
場
合
は
、
十
回
を
限
度
と
す
る
。)

に
つ
い
て
は
、
当
該
従
事
時
間
が
五
時
間
以
上
の
勤
務
一
回
に
つ
き
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額)

｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中｢

別
表
第
十
二｣

を｢

別
表
第
九｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中

｢

別
表
第
十
三｣

を

｢

別
表
第
十｣

に
、

｢

の
病
状
の

急
変
等
に
よ
り｣

を｢

に
対
処
す
る
た
め｣

に
、｢

二
千
五
百
円｣

を｢

千
六
百
二
十
円｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中

｢

場
合
は
、｣

を

｢

場
合
の
勤
務
一
回
に
つ
き｣

に
改

め
、｢

す
る
。)

｣

の
下
に

｢

と
し
て
計
算
し
て
得
た
額｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

別
表
第
七

に
定
め
る
額｣

と
あ
る
の
は
、｢

別
表
第
七
に
定
め
る
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

｣

と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

放
射
線
取
扱
手
当)

第
十
一
条

放
射
線
取
扱
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

(

月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
外
部
放

射
線
を
被
曝
し
、
そ
の
実
効
線
量
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
医
療
法
施

行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号)

第
三
十
条
の
十
八
第
二
項
に
定
め
る
測
定

(

同

項
第
一
号
た
だ
し
書
き
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

に
よ
り
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。)

に
支
給

す
る
。

一

診
療
放
射
線
技
師
又
は
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
が
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
放
射
線
を
人
体

に
照
射
す
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
。

二

看
護
師
又
は
准
看
護
師
が
、
前
号
に
規
定
す
る
作
業
を
補
助
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

２

放
射
線
取
扱
手
当
の
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
月
一
月
に
つ

き
六
千
三
百
円
と
す
る
。

(

臨
床
検
査
手
当)

第
十
二
条

臨
床
検
査
手
当
は
、
臨
床
検
査
技
師
又
は
衛
生
検
査
技
師
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。
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( )

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
百

十
四
号)

第
六
条
に
定
め
る
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
の
危
険
な
病
原
体

(

以
下

｢

危
険
な
病

原
体｣

と
い
う
。)

に
汚
染
さ
れ
た
検
体
を
直
接
取
り
扱
う
業
務

二

危
険
な
病
原
体
又
は
危
険
な
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
た
病
変
組
織
そ
の
他
の
物
件
を
直
接
取
り

扱
う
業
務

三

健
康
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
害
ガ
ス
の
発
生
を
伴
う
科
学
的
検
査
の
業
務

２

臨
床
検
査
手
当
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
一
月
に
つ
き
六
千

三
百
円

(

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る

職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等(

以
下｢

短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、

そ
の
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円)

二

前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務

に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円

３

第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員

(

短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。)

が
一

の
月
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
日
が
十
五
日
未
満
で
あ
る
場
合
の
そ
の
月
に
お
け
る
臨

床
検
査
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三

百
円
と
す
る
。

別
表
第
二
の
病
院
局
技
能
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
の
表
中

｢

を
｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
を
削
り
、
別
表
第
七
中

｢

第
六
条｣

を

｢

第
五
条｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
五
と
す

｣

る
。別

表
第
八
中

｢
第
六
条｣

を

｢

第
五
条｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
六
と
す
る
。

別
表
第
九
中｢

第
十
一
条｣

を｢

第
十
条｣

に
、｢

六
五
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

八
○
、
〇
〇
〇
円｣

に
、

｢

別
表
第
七
の
イ｣
を

｢
別
表
第
五
の
イ｣

に
、

｢

十
一
年｣

を

｢

十
年｣

に
改
め
、
同
表
を
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二
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
技
師
、
技
能
主
事
等
の
職
務

三
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
、
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能
技
師
等

の
職
務

四
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
、
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能
技

師
等
の
職
務

二
級

相
当
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
技
師
、
技
能
主
事
等
の
職
務

三
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
技
師
、
技
能
主
事
等
の
職
務

四
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
、
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能
技
師
等

の
職
務

五
級

高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
、
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能
技

師
等
の
職
務

管
理
課
長

経
理
課
長

管
理
課
長

中
央
病
院
医
学
物
理
指
導
監

中
央
病
院
病
理
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
副
院
長

中
央
病
院
副
院
長

中
央
病
院
医
療
管
理
監

中
央
病
院
の
が
ん
診
療
セ
ン
タ
ー
、
循
環
器
セ
ン
タ
ー
、

脳
神
経
セ
ン
タ
ー
及
び
診
療
部
門
の
長

中
央
病
院
の
が
ん
診
療
セ
ン
タ
ー
、
循
環
器
セ
ン
タ
ー
、

脳
神
経
セ
ン
タ
ー
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
及
び
診
療
部
門

の
長

中
央
病
院
の
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
長
並
び
に

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
部
長

中
央
病
院
の
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
長



( )

別
表
第
七
と
す
る
。

別
表
第
十
を
削
り
、
別
表
第
十
一
中

｢

第
十
一
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
、

｢

別
表
第
七
の
イ｣

を

｢
別
表
第
五
の
イ｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
八
と
す
る
。

別
表
第
十
二
中

｢

第
十
一
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
、

｢

別
表
第
七
の
イ｣

を

｢

別
表
第
五
の
イ｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
九
と
す
る
。

別
表
第
十
三
中

｢
第
十
一
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
、

｢

別
表
第
七
の
イ｣

を

｢

別
表
第
五
の
イ｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
と
す
る
。

附
則
第
六
項
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
十
六
条｣

に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。

附
則
第
五
項
中

｢

第
七
条
第
二
項｣

を

｢

第
六
条
第
二
項｣

に
、

｢

百
分
の
十
三｣

を

｢

百
分
の

十
四｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

診
療
手
当
の
額
の
特
例)

６

医
師
又
は
歯
科
医
師
と
し
て
医
療
に
従
事
す
る
職
員
で
管
理
者
が
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
管
理
者
が
定
め
る
額
を
加
算
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
一
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
第
二
項
中

｢

建
設
課｣

を

｢

建
設
管
理
課｣

に
、

｢

建
設
課
長｣

を

｢

建
設
管
理
課

長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中

｢そ
の
１
(記
名
式
持
参
人
払
用
)
｣

を

｢
(そ
の
１
)
記
名
式
持
参
人
払

用
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
の
そ
の
一

(

記
名
式
持
参
人
払
用)

の
表
紙

(

裏)

当
座
小
切
手
帳
の
注
意
事

項
七
中

｢総
務
部
長
｣

を

｢総
務
課
長
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
の

(

そ
の
二)

記
名
式
の
表
紙

(

裏)

当
座
小
切
手
帳
の
注
意
事
項
七
中

｢総

務
部
長
｣

を

｢総
務
課
長
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
の
注
中

｢経
理
課
長
｣

を

｢総
務
課
長
｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
号
様
式
中

｢部
長
｣

を

｢課
長
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
二
号
様
式
中

｢庶
務
課
｣

を

｢総
務
課
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
四
号
様
式
中

｢総
務
部
長
｣

を

｢総
務
課
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
事
業
団
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
五
月
青
森
県
事
業
団
訓
令
甲
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
事
業
団
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
二
月
青
森
県
事
業
団
訓

令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
各
課
共
通
事
項
の
項
専
務
理
事
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

課
長｣

に
改

め
、
第
二
号
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

課
長｣
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と

し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

別
表
各
課
共
通
事
項
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中

｢
(

建
設
管
理
課
に
お
い
て
は
長
を
含

む
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
削
り
、
第
三
号
中

｢
(

長
の
病
気
休
暇
を
除
く
。)

｣

及
び

｢
(

長
の
部

分
休
業
を
除
く
。)

｣

を
削
る
。

別
表
総
務
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
イ
中

｢

吏
員
及
び
吏
員
以
外
の｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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